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【誤訳訂正書】
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【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可塑性の質量体から成る、内部で延在する螺旋状の少なくとも１つの内部切抜き部（１
２）を有する円柱形の物体（１０）を製造する方法であって、まず前記内部切抜き部が直
線状に延在する前記物体を製造し、次いで所定の長さに切断した前記物体を全長にわたっ
て支持部（１６）において支持しながら、該支持部に対して平行に配置されている摩擦面
（２４）を備えた、同様に前記物体の全長にわたって係合する摩擦面装置（２３）により
前記物体を転動プロセスにかける、可塑性の質量体から成る、内部で延在する螺旋状の少
なくとも１つの内部切抜き部を有する円柱形の物体を製造する方法において、
　前記転動プロセスを複数のステップにおいて実施し、第１のステップにおいて前記摩擦
面装置の第１の回動軸線（２５）を使用して転動運動を実施し、第２のステップにおいて
前記第１の回動軸線とは異なる前記摩擦面装置の第２の回動軸線（２６）を使用して転動
運動を行い、前記両回動軸線は前記支持部若しくは前記摩擦面に対して垂直方向に延びて
いることを特徴とする、可塑性の質量体から成る、内部で延在する少なくとも１つの螺旋
状の内部切抜き部を有する円柱形の物体を製造する方法。
【請求項２】
　前記転動運動を前記摩擦面装置の回動軸線を中心にして行い、該回動軸線を前記転動運
動中に複数回変更することを特徴とする、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記円柱形の物体の各長手方向区分が前記転動プロセス中に同じ経路を進むことを特徴
とする、請求項１又は２記載の方法。
【請求項４】
　前記複数のステップにおいて転動方向を維持することを特徴とする、請求項１から３ま
でのいずれか一項記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のステップ中に、前記円柱形の物体の一方の軸線方向の端面の領域において、
前記摩擦面装置の第１の回動軸線を前記円柱形の物体の中心線と交差させ、前記第２のス
テップ中に、前記円柱形の物体の他方の軸線方向の端面の領域において、前記摩擦面装置
の第２の回動軸線を前記円柱形の物体の中心線と交差させることを特徴とする、請求項１
から４までのいずれか一項記載の方法。
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【請求項６】
　前記第１のステップ中に、前記円柱形の物体の一方の軸線方向の端面から所定の間隔を
置いて、前記摩擦面装置の第１の回動軸線を前記円柱形の物体の延長された中心線と交差
させ、前記第２のステップ中に、前記円柱形の物体の他方の軸線方向の端面から所定の間
隔を置いて、前記摩擦面装置の第２の回動軸線を前記円柱形の物体の延長された前記中心
線と交差させることを特徴とする、請求項１から４までのいずれか一項記載の方法。
【請求項７】
　請求項１から６までのいずれか一項記載の方法を実施する装置であって、前記物体（１
０）を該物体（１０）の全長にわたって支持する支持面（１６）を備え、同様に前記物体
の全長にわたって前記物体に係合する、前記支持部に対して平行に配置されている摩擦面
（２４）を備えた摩擦面装置（２３）を備え、前記物体に転動プロセスをもたらす運動を
前記摩擦面装置に行わせる駆動ユニット（２７）を備えている、請求項１から６までのい
ずれか一項記載の方法を実施する装置において、
　前記摩擦面装置（２３）は第１の回動軸線（２５）及び第２の回動軸線（２６）を中心
に回動可能であり、前記両回動軸線は前記支持部若しくは前記摩擦面に対して垂直方向に
延びていることを特徴とする、請求項１から６までのいずれか一項記載の方法を実施する
装置。
【請求項８】
　前記装置は前記駆動ユニット（２７）に制御信号を供給する制御ユニット（２８）を有
していることを特徴とする、請求項７記載の装置。
【請求項９】
　転動プロセスの第１のステップにおいて、摩擦面装置は第１の回動軸線（２５）を中心
に回動し、転動プロセスの第２のステップにおいて、前記摩擦面装置は第２の回動軸線（
２６）を中心に回動するように、前記制御ユニット（２８）は前記駆動ユニット（２７）
のための制御信号を形成することを特徴とする、請求項８記載の装置。
【請求項１０】
　前記第１のステップにおける前記摩擦面装置の回動と、前記第２のステップにおける前
記摩擦面装置の回動とが同じ角速度（ω）で行われるように、前記制御ユニット（２８）
は前記駆動ユニット（２７）のための制御信号を形成することを特徴とする、請求項９記
載の装置。
【請求項１１】
　前記第１のステップにおける前記摩擦面装置の回動と、前記第２のステップにおける前
記摩擦面装置の回動とが同じ角度量だけ行われるように、前記制御ユニット（２８）は前
記駆動ユニット（２７）のための制御信号を形成することを特徴とする、請求項９又は１
０記載の装置。
【請求項１２】
　前記第１及び第２のステップにおいて転動方向が維持されるように、前記制御ユニット
（２８）は前記駆動ユニット（２７）のための制御信号を形成することを特徴とする、請
求項９から１１までのいずれか一項記載の装置。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１３】
　本発明の利点は特に、特許請求の範囲に記載されている方法によって可塑性の質量体か
ら成る、全長にわたって極めて一定で、非常に狭い許容限界範囲内に保持されているねじ
れ角を備えた少なくとも１つの螺旋形の内部切抜き部を有する円柱形の物体を製造するこ
とができる点にある。この利点は、円柱形の物体の個々の長手方向区分が転動プロセス中
に夫々同じ経路を進むことに基づく。これに対して、欧州登録特許第１２３００４６号に
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おいて公知の方法においては、円柱形の物体の個々の長手方向区分は異なる長さの経路を
進む。特に、回動軸線の近くに位置する長手方向区分が転動プロセスにおいて進む経路は
比較的小さく、回動軸線から離され配置されている長手方向区分は、転動プロセスにおい
て比較的大きな経路を進む。結果的に、回動軸線の近くに位置する長手方向区分の螺旋状
の内部切抜き部のねじれ角は、回動軸線から離されて位置する、円柱形の物体の長手方向
区分におけるねじれ角よりも小さい。公知の方法におけるねじれ精度が種々異なるという
ことは、本発明に係る方法を使用した場合には発生しない。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２９】
　有利には、転動プロセスは２つの連続するステップにおいて行われる。第１のステップ
において転動運動は第１の回動軸線を中心に行われ、第２のステップにおいて転動運動は
第２の回動軸線を中心に行われる。第２の回動軸線は第１の回動軸線とは異なる。全体と
して転動プロセスは、円柱形の物体の各長手方向区分が、転動プロセス中に同じ経路を進
むように行われる。転動方向は連続するステップにおいて維持される。
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